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■意見集計結果 
 
  平成 26 年 7 月 2 日から 7 月 31 日までの間、桜川市の子ども・子育て支援の新制

度に係る基準案について意見募集を行なった結果、２人から３件の意見の提出があり

ました。 
  これらの意見について、適宜要約した上、項目ごとに整理し、それに対する市の考

えをまとめましたので公表します。 
 

提出方法の人数は、以下のとおりです。 
 

        
■意見の概要及び意見に対する市の考え方 
 
○  放課後児童健全育成事業について   
№ 意見概要 意見数 市の考え方 
 
１ 

子育てクラブの利用料金をおやつ

代込みで 5,000 円くらいにしてほ

しい。また、小学６年生まで子育

てクラブを利用できるようにして

ほしい。 
 
 

 
１件 

子育てクラブについては、桜川市の厳し

い財政状況の中で運営しており、現行の

利用料金を考えております。 
学童の利用については、今回の法改正に

より小学６年生までが対象となります。

桜川市においても、６年生までを対象と

して運営できるように整備を進めてま

いります。 

 
○ 保育の必要性の認定に関する基準案について   
№ 意見概要 意見数 市の考え方 
 
１ 

保育短時間利用における就労時間

の下限の設定については、新制度の

実施により、これまで保育所に入所

できた児童が入所できなくなるこ

とがないような設定が必要である

と考えます。 

 
1 件 

現在、入所している児童の保護者の就

労状況を十分精査し、来年以降も同様

に入所できるよう検討してまいりま

す。 

 
２ 

保育所・幼稚園等の利用者負担を設

定するにあたっては、利用者の家計

に与える影響を最大限考慮し、保護

者が不安を感じないような設定が

必要であると考えます。 

 
1 件 

利用者負担については、国が示した基

準(案)をふまえながら、現在の保育料

も考慮し、適正な負担金となるよう、

決定してまいりたいと考えておりま

す。 
※下記国基準（案）参照 

提出方法 人  数 
直接持参 0 人    
郵 便 1 人    
電子メール 1 人    
ファクシミリ 0 人    
その他 0 人    
合 計 2 人    



国が定める基準（案）  ※国の平成２７年度予算編成時に、最終決定 

 

１号認定(満 3歳以上で幼稚園・認定こども園利用で、4時間の幼児教育) 

階層区分 利用者負担 
第１階層 生活保護世帯 ０円 
第２階層 市町村民税非課税世帯 ９,１００円 
第３階層 市町村民税 所得割課税額  ７７,１００円以下 １６,１００円 
第４階層 市町村民税 所得割課税額 ２１１,２００円以下 ２０,５００円 
第５階層 市町村民税 所得割課税額 ２１１,２０１円以上 ２５,７００円 

２号認定（満 3歳以上で保育所・認定こども園利用での保育) 

階層区分 利用者負担 
保育標準時間(11時間) 保育短時間(8時間) 

第１階層 生活保護世帯 ０円 ０円 
第２階層 市町村民税非課税世帯 ６,０００円 ６,０００円 

第３階層 市町村民税 所得割課税額 
４８,６００円未満 １６,５００円 １６,３００円 

第４階層 市町村民税 所得割課税額 
９７,０００円未満 ２７,０００円 ２６,６００円 

第５階層 市町村民税 所得割課税額 
１６９,０００円未満 ４１,５００円 ４０,９００円 

第６階層 市町村民税 所得割課税額 
３０１,０００円未満 ５８,０００円 ５７,１００円 

第７階層 市町村民税 所得割課税額 
３９７,０００円未満 ７７,０００円 ７５,８００円 

第８階層 市町村民税 所得割課税額 
３９７,０００円以上 １０１,０００円 ９９,４００円 

３号認定（満 3歳未満で保育所・認定こども園・地域型保育利用での保育) 

階層区分 利用者負担 
保育標準時間(11時間) 保育短時間(8時間) 

第１階層 生活保護世帯 ０円 ０円 
第２階層 市町村民税非課税世帯 ９,０００円 ９,０００円 

第３階層 市町村民税 所得割課税額 
４８,６００円未満 １９,５００円 １９,３００円 

第４階層 市町村民税 所得割課税額 
９７,０００円未満 ３０,０００円 ２９,６００円 

第５階層 市町村民税 所得割課税額 
１６９,０００円未満 ４４,５００円 ４３,９００円 

第６階層 市町村民税 所得割課税額 
３０１,０００円未満 ６１,０００円 ６０,１００円 

第７階層 市町村民税 所得割課税額 
３９７,０００円未満 ８０,０００円 ７８,８００円 

第８階層 市町村民税 所得割課税額 
３９７,０００円以上 １０４,０００円 １０２,４００円 

 


